
議案第６７号 

 

総合学習アプリの取得について 

 

 下記のとおり総合学習アプリを取得するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年三田市条例第１２号）第３条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

  令和３年８月２７日提出 

 

三田市長 森  哲 男 

 

記 

 

１ 取 得 数 量 

   ９，０００ライセンス 

 

２ 取 得 の 目 的 

   ＧＩＧＡスクール構想により児童生徒全員に配備される学習用タブレット端

末を用いて、新学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向

けて個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実するため、総合学習アプリ

を導入する。 

 

３ 取 得 金 額 

   ６１,４７９,０００円 

 

４ 取得の相手方  

   兵庫県三田市三田町４０番７号 ＭＵＫＯビル５０１号 

    有限会社サンシステム 

     代表取締役 井 根 忠 嗣 



参考 

 

総合学習アプリの概要 

 

１ 製品名・ライセンス等 

 ⑴ 製品名 

   ミライシード（株式会社ベネッセコーポレーション） 

   サ ー バ ー：ＡＳＰ版 

   クライアント：ｉＯＳ Ｓａｆａｒｉ ｉＰａｄ版 

 ⑵ ライセンス 

   有 効 期 間：令和４年１月１日から令和６年３月３１日まで 

   数    量：９，０００ライセンス（児童生徒分） 

 ⑶ その他 

   アプリの保守サービス等を含むものとする。 

 

２ 使用用途等 

  ＧＩＧＡスクール構想により児童生徒全員に配備した学習用タブレット端末に

本件総合学習アプリを導入し、新学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けて個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実する。 

 【主な機能】 

 ⑴ 個別最適な学びを充実するための学習ドリル機能 

   小学校（国語、算数、社会、理科）・中学校（国語、数学、社会、理科、英語）

の教科書に準拠したドリル学習、ＡＩを用いて習熟度に応じた出題、自動採点

等 

 ⑵ 協働的な学びを充実するための授業支援・協働学習支援機能 

   課題配布と回収、画面共有による意見の即時把握、同一データへのアクセス

による共同作品制作、写真や動画を用いた発表資料の作成等 

 ⑶ 授業改善・指導と評価、学習履歴活用機能 

   学習履歴の一元管理による取組状況・習熟度・苦手箇所の把握及び指導への 

活用、面談資料の作成等 

 


